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議 事 日 程 

平成２９年８月２５日（金曜日） 午後１時３０分開議 

第１  議席の指定 

第２  会議録署名議員の指名 

第３  会期の決定 

第４  議長の選挙 

第５  議案第５号  平成２９年度岐阜県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会

計補正予算（第１号） 

第６  議案第６号  岐阜県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条

例の一部を改正する条例の制定について 

第７  議案第７号  岐阜県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する条例の一

部を改正する条例の制定について 

第８  議案第８号  平成２８年度岐阜県後期高齢者医療広域連合一般会計及び後期高齢

者医療特別会計歳入歳出決算認定について 

◎諸般の報告 

一 議員辞職許可

◎本日の会議に付した事件 

日程第１ 議席の指定 

日程第２ 会議録署名議員の指名 

日程第３ 会期の決定 

日程第４ 議長の選挙 

日程第５ 議案第５号  平成２９年度岐阜県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別 

会計補正予算（第１号） 

日程第６ 議案第６号  岐阜県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する

条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第７ 議案第７号  岐阜県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する条例の

一部を改正する条例の制定について 

日程第８ 議案第８号  平成２８年度岐阜県後期高齢者医療広域連合一般会計及び後期高 

齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 

出 席 議 員 （３８人） 

１番  浅 井 文 彦 君 ２番  須 田  眞 君
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３番  松 原 徳 和 君 

４番  広 瀬 幹 雄 君 

５番  岩 井 哲 二 君 

８番  尾 関 健 治 君 

１０番  武 藤 鉄 弘 君 

１１番  水 野 光 二 君 

１２番  松 井  聡 君 

１３番  小 坂 喬 峰 君 

１４番  海 老 和 允 君 

１５番  森  弓 子 君 

１６番  加 藤 靖 也 君 

１７番  浅 野 健 司 君 

１９番  林  宏 優 君 

２０番  棚 橋 敏 明 君 

２２番  藤 原  勉 君 

２３番  日 置 敏 明 君 

２５番  伊 藤 嚴 悟 君 

２６番  松 永 清 彦 君 

２７番  松 原 秀 安 君 

２８番  広 江 正 明 君 

２９番  大 橋  孝 君 

３０番  中 川 満 也 君 

３１番  西 脇 康 世 君 

３２番  谷 村 成 基 君 

３３番  木 野 隆 之 君 

３４番  堀   正 君 

３７番  渡 辺 幸 一 君 

３８番  岩 谷 真 海 君 

４０番  南 山 宗 之 君 

４２番  佐 藤 光 宏 君 

４３番  岩 田 敏 雄 君 

４４番  加 納 福 明 君 

４５番  金 子 政 則 君 

４６番  横 家 敏 昭 君 

４７番  今 井 俊 郎 君 

４８番  渡 邊 公 夫 君 

欠 席 議 員 （１１人） 

６番  國 島 芳 明 君 

７番  古 川 雅 典 君 

９番  青 山 節 児 君 

１８番  冨 田 成 輝 君 

２１番  都 竹 淳 也 君 

２４番  村 山 鏡 子 君 

３５番  富 田 和 弘 君 

３６番  宇 佐 美 晃 三 君 

３９番  戸 部 哲 哉 君 

４１番  板 津 德 次 君 

４９番  成 原  茂 君 

説明のため出席した者

広域連合長  細 江 茂 光 君

副広域連合長  小 川  敏 君

副広域連合長  藤 井 浩 人 君

副広域連合長  服 部 秀 洋 君

副広域連合長  岡 﨑 和 夫 君 

副広域連合長  井 戸 敬 二 君

事 務 局 長  伏 屋 真 敏 君

会計管理者兼会計課長  吉 田 鉱 蔵 君

総 務 課 長  佐 竹 裕 樹 君

資格電算課長  伊 藤  昭 君

給 付 課 長  西 川 英 文 君
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職務のため出席した事務局職員 

書 記 長 村 下 裕 史 書    記  辻 潤

開 会 

午後１時３０分 開 会 

○副議長（岩谷真海君） 皆様こんにちわ。副議長の岩谷でございます。 

本議会の議長でありました、岐阜市選出の杉山利夫議員から５月１８日付で議員辞職願が提出

され、これを許可いたしましたので、ただいま議長が欠けております。

よって地方自治法第１０６条第１項の規定により、私が議長の職務を行います。

それでは定足数に達しておりますので、ただいまから、平成２９年第２回岐阜県後期高齢者医

療広域連合議会を開会いたします。

一 諸般の報告 一 

○副議長（岩谷真海君） 日程に入るにあたりまして諸般の報告を行います。

まず、去る４月２８日付で、下呂市選出の中野憲太郎議員から、５月１１日付で、大垣市選出

の川上孝浩議員から、５月１８日付で、岐阜市選出の江崎洋子議員から、７月１１日付で、七宗

町選出の福井德一議員から、議員辞職願が提出され、これを許可いたしましたので、会議規則第

８３条第２項の規定により、御報告をいたします。

以上で諸般の報告を終わります。

開 議

○副議長（岩谷真海君） これより本日の会議を開きます。 

本日の日程は、お手元に配付したとおりでございます。 

第１ 議席の指定

○副議長（岩谷真海君） 日程第１、議席の指定を議題といたします。 

今回当選されました議員の議席は、会議規則第４条第２項の規定により、私において、２番 

須田 眞君、３番 松原徳和君、５番 岩井哲二君、１５番 森 弓子君、１７番 浅野健司君、

２５番 伊藤嚴悟君、２６番 松永清彦君、４２番 佐藤光宏君、４４番 加納福明君、以上の

とおり指定いたします。
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第２ 会議録署名議員の指名

○副議長（岩谷真海君） 日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

今期定例会の会議録署名議員には、会議規則第７５条の規定により、私において、２６番 

松永清彦君、２７番 松原秀安君の両君を指名いたします。 

第３ 会期の決定 

○副議長（岩谷真海君） 日程第３、会期の決定を議題といたします。 

お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日１日間と定めたいと思います。 

これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（岩谷真海君） 異議なしと認めます。よって、今期定例会の会期は、本日１日間と決

定いたしました。 

第４ 議長の選挙 

○副議長（岩谷真海君） 日程第４、｢議長の選挙｣を行います。

お諮りいたします。選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名

推選によることとし、私において指名したいと思いますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（岩谷真海君） 異議なしと認めます。よって、私より指名いたします。

議長には、須田 眞君を指名いたします。ただいまの指名に御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（岩谷真海君） 異議なしと認めます。よって、須田 眞君が議長に当選されました。 

ただいま当選されました須田 眞君が議場におられますので、本席から会議規則第３２条第２

項の規定による告知をいたします。

 議長からご挨拶がございます。

〔須田 眞君登壇〕 

○２番（須田 眞君） ただいま岐阜県後期高齢者医療広域連合議会議長に推挙いただきました

岐阜市議会議長の須田 眞でございます。 
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岐阜県内４２市町村で構成される広域連合議会の議長という大役をいただきましたことは、大

変光栄なことであります。 

皆様方のご指導、ご鞭撻をいただきながら、公平公正な議会運営に努めてまいりますので、よ

ろしくお願い申し上げます。（拍手）

○副議長（岩谷真海君） 須田議長、議長席にお着きください。私の職務はこれで終わりました。

まことにどうもありがとうございました。

〔副議長退席、議長着席〕

 第５ 議案第５号から第８ 議案第８号まで 

○議長（須田 眞君） それでは会議を続行します。日程第５、議案第５号から日程第８、議案

第８号まで、以上４件を一括して議題とします。 

これら４件に対する提出者の説明を求めます。広域連合長、細江茂光君。 

〔細江茂光君登壇〕

○広域連合長（細江茂光君） 平成２９年第２回岐阜県後期高齢者医療広域連合議会定例会が開

催されるにあたりまして、議員の皆様方におかれましては、大変お忙しい中、御出席を賜り、厚

く御礼申し上げます。 

日頃は、議員の皆様並びに関係市町村の皆様方には、後期高齢者医療制度の運営に対し、多大

な御尽力を賜り、誠にありがとうございます。 

会議に先立ちまして、昨年１２月末に国が公表いたしました保険料軽減判定における標準シス

テム誤りについてお話しをさせていただきます。 

後期高齢者医療制度の全国共通標準システムにおきまして、被保険者の一部の方について保険

料の軽減判定が誤って行われ、本来と異なる保険料が賦課されてしまうシステム設計となってお

りました。 

当広域連合におきましては、本年４月に保険料の賦課更正を行い、納め過ぎとなっておりまし

た５０４件、１，０００万９千１００円を被保険者様に返還させていただき、徴収が過小となっ

ておりました１６５件、２４１万１千３００円につきましては被保険者様に追加納付のお願いを

いたしました。 

今回の国の標準システム誤りに関し、当広域連合は、平成２６年１２月に国に対して問い合わ

せを行い指摘をしておりましたが、昨年末の発表にいたるまで回答はございませんでした。 

この件に関しましては、去る６月７日、全国後期高齢者医療広域連合協議会会長より厚生労働

大臣あてにシステム改修時のチェック体制の整備や再発防止策の徹底について要望書を提出して

おります。 

被保険者の皆様方、また、関係市町村におかれましては大変ご迷惑をおかけしております。被

保険者の皆様に安心して医療を受け続けていただくための制度の安定かつ健全な運営が出来ます

よう努力をしてまいりたいと考えております。 
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それでは、諸般の情勢等について申し上げます。 

厚生労働省が公表いたしました平成２７年度の医療の動向によりますと、概算医療費は約４１．

５兆円で、前年度に比べ３．８％の増加となりました。後期高齢者の医療費につきましては約１

５．１兆円で国民医療費全体の３６．４％であり、増加率は、４．４％となっております。なお、

平成２７年度の国民一人当たり医療費は、３２．７万円であり、後期高齢者については、 

９４．８万円と３倍近くかかっております。 

なかでも調剤費につきましては、約７．９兆円で９．４％の増となっております。これは、Ｃ

型肝炎治療薬などの高額な新薬が広く普及したことによるものと考えられます。 

このことを踏まえ、新薬の適正な価格、後発医薬品、ジェネリック薬品の推進等、調剤費を抑

制することが課題となり、国は昨年４月から、薬価についての特例再算定制度を導入するなど薬

価制度の抜本改革の取り組みを進め、昨年末には基本方針を発表しました。 

主な内容は、市場の実勢価格を反映するため、２年に１回としてきた薬価改定を毎年実施する

ことや、費用対効果の評価を本格的に導入する加算制度の見直しであります。このような薬価制

度の改革により、平成２８年度の調剤費は減少傾向に転じましたが、今後も、新薬の開発や、医

療の進展によりわが国の医療費は後期高齢者を中心に増大することが予想されております。 

また、高齢化の進展と社会保障費の増大は、わが国固有の問題ではなく世界中で加速しており

ます。７月１５日には、日本と東南アジア諸国連合いわゆるアセアンとの初の保健相会合が開か

れ、誰でも適切な保健医療サービスを、負担可能な費用で受けられるユニバーサル・ヘルス・カ

バレッジの達成と高齢化に備え、住み慣れた地域で医療・介護などのサービスを受けられる地域

ケアの推進が議論されました。 

 世界でも例を見ない速度で高齢化が進む日本においては、内閣府が６月９日に閣議決定をした 

経済財政運営と改革の基本方針２０１７において、経済財政一体改革の推進として医療・介護、

社会資本、科学技術、教育など各分野において、データの蓄積・利活用が重点項目となりました。 

 特に社会保障分野におきましては、医療・介護は、経済の伸び以上に増加しているため、その

要因を分析し、データに基づく政策の戦略的展開により、個人・保険者・医療機関等の自発的な

行動変容を促すことが必須とされております。当広域連合といたしましても、保険者機能を強化

すべく、健康診査の結果やレセプト等から得られる情報を活用して、地域特有の疾病形態、健康

課題を把握してまいります。 

また、人は年を重ねるとともに、咀しゃく機能の低下により低栄養の状態に陥ったり、骨密度

や筋力の低下などによる運動機能障害により転倒事故などが増えてまいります。このような、身

体的要因のほか、配偶者や近しい親族・友人の死亡といった精神的要因や、他人との付き合いの

減少や引きこもりといった社会的要因からもフレイルが発生いたします。特に、後期高齢者にお

いてはこの傾向が顕著にみられますことから、当広域連合といたしましては、フレイル対策事業

を推進していきたいと考えております。今後、関係市町村の皆様と検討し、被保険者の生活の質、

ＱＯＬの維持向上を図るとともに、医療費の適正化に努力してまいります。 

これからも議員各位の御支援をよろしくお願い申し上げます。それでは、今回提案をいたしま

した諸議案につきまして、その概要を、御説明申し上げます。 

 議案第５号は、平成２９年度岐阜県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計補正予算

第１号であります。 



7

今回の特別会計補正予算は、平成２８年度の療養給付費等の精算を行うもので、歳入歳出それ

ぞれ４５億５，３０９万８千円を追加し、歳入歳出予算の総額を２，５３４億７５８万３千円と

するものであります。 

それでは、歳入補正予算の概要を御説明申し上げます。市町村支出金におきましては、療養給

付費負担金の過年度精算分として２億１，０６１万７千円を計上いたしました。また、精算に必

要な財源として平成２８年度からの繰越金、４３億４，２４８万１千円を計上いたしました。 

 続きまして、歳出補正予算の概要を御説明申し上げます。平成２８年度の療養給付費等の精算

に伴う償還金として、市町村に対し６億４，７８４万１千円、国に対し２６億９，９９９万５千

円、県に対して８，１５７万６千円、支払基金に対し１１億２，３６８万６千円、合計４５億 

５，３０９万８千円を計上いたしました。 

議案第６号は、岐阜県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を

改正する条例の制定についてであります。これは、地方公務員の育児休業等に関する法律などの

改正に伴い、子の範囲を拡大するなど、所要の改正を行うものであります。 

議案第７号は、岐阜県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する条例の一部を改正す

る条例の制定についてであります。こちらも同様の改正を行うものであります。 

議案第８号は、平成２８年度岐阜県後期高齢者医療広域連合一般会計及び後期高齢者医療特別

会計歳入歳出決算認定についてであります。 

はじめに、平成２８年度の一般会計決算につきまして、御説明申し上げます。歳入総額は２億

５，５８１万７，８２１円、歳出総額は２億２，４３０万２，８５０円、歳入歳出差引残額は 

３，１５１万４，９７１円となりました。 

歳入の主なものといたしましては、市町村負担金が２億２，７６６万６，９７７円、前年度決

算剰余金による繰越金が２，５７３万３，０１３円となりました。歳出の主なものといたしまし

ては、総務費におきまして、市町村派遣職員の人件費負担金を１億８，８８３万７６１円支出い

たしました。 

 次に、平成２８年度の後期高齢者医療特別会計決算につきまして、御説明申し上げます。歳入

総額は２，４４１億１，３９４万４，７２８円、歳出総額は２，３３９億６，２６２万 

１，０３７円、歳入歳出差引残額は１０１億５，１３２万３，６９１円となりました。 

歳入の主なものといたしましては、市町村支出金として、各市町村から納付される保険料負担

金、療養給付費の定率負担金や保健事業費の負担金などで４１０億３，５１３万７，６０６円の

収入がありました。 

国や県からの支出金として、療養給付費や高額医療費の定率負担金などで、国から７９６億

８，６７３万２，９９１円、県から１９８億５，２５５万８０３円の収入がありました。 

支払基金交付金といたしましては、現役世代からの支援金９４４億６，９８７万４，０００円

の収入がありました。 

 また、前年度決算剰余金による繰越金として、８６億４，２２８万１，９８２円を収入いたし

ました。 

 歳出の主なものといたしましては、総務費におきまして、レセプトの管理及び点検業務、並び

に電算処理業務にかかる経費など４億５，１４０万６，６９４円を支出いたしました。 

保険給付費におきましては、療養給付費を２，１４７億９，７４０万５，００１円、療養費を
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２６億２，１９０万５，７７２円、高額療養費を９０億４，９６８万４，５６３円、高額介護合

算療養費を１億８，８１４万５，８６９円、葬祭費を８億５，３２５万円支給いたしました。 

審査支払手数料及び葬祭費を除く、医療給付費は、２，２６６億５，７１４万１，２０５円と

なり、前年度と比べ 約０．９％、２０億円の増加となりました。これは、被保険者数が２．７％

増加したものの、1人当たりの医療給付費が１．９％減少したことによるものであります。 

保健事業費におきましては、健康診査費として、ぎふ・すこやか健康診査業務委託料を５億 

７，３１３万８，７７５円、ぎふ・さわやか口腔健康診査業務委託料を５，６３５万６，４５３

円支出いたしました。健康診査受診率は、前年度の２１．０％から２１．５％と増加いたしまし

た。また、口腔健康診査受診率は、前年度の５．２％から４．９％となり、残念ながら前年度を

下回っております。 

諸支出金におきましては、平成２７年度の療養給付費負担金及び保健事業費負担金等の精算に

伴い、国や市町村、支払基金への償還金など４５億４，２６３万１，０６６円支出いたしました。 

 また、平成２３年３月に発生いたしました東日本大震災等により被災され、岐阜県に転入され

た方々に対する支援といたしまして、医療費の一部負担金等の免除や、保険料の減免を行いまし

た。 

なお、決算成果説明書並びに監査委員の審査意見書を添付してありますので、御参照いただき

たいと存じます。 

以上、今回提案をいたしました議案について、御説明をいたしました。今後とも各市町村と十

分に協議、連携を図りながら制度の円滑な運営に努めてまいりますので、よろしく御審議の上、

適切なる御決定を賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（須田 眞君）これら４件に対する質疑の通告はありません。これら４件に対する討論の 

通告はありません。 

これより、採決を行います。 

まず、議案第５号を採決します。 

お諮りします。本件について、これを原案のとおり決するに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（須田 眞君） 御異議なしと認めます。よって、本件については、原案のとおり決しま

した。 

次に、議案第６号を採決します。 

お諮りします。本件については、これを原案のとおり決するに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（須田 眞君） 御異議なしと認めます。よって、本件については、原案のとおり決しま

した。 

次に、議案第７号を採決します。 

お諮りします。本件については、これを原案のとおり決するに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 




